
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
75
歳
以

上
の
全
国
民
が
加
入
し
医
療
と
健
診
、

葬
祭
事
業
を
行
い
ま
す
。
財
源
は
保

険
料
と
国･

都･

区
の
負
担
金
、
国
保

と
社
保
の
交
付
金
で
す
。
し
か
し
、

２
年
毎
の
保
険
料
改
定
、
高
齢
者
の

人
口
増
が
保
険
料
増
に
連
動
す
る
な

ど
問
題
だ
ら
け
で
す
。

今
回
の
保
険
料
試
算
は
、
先
月
31

日
に
開
催
さ
れ
た
東
京
都
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
広
域
連
合
が
明
ら
か
に

し
た
も
の
。
厚
労
省
の
試
算
は
全
国

平
均
で
年
７
万
４
４
０
０
円(

月
額

６
２
０
０
円)

で
し
た
が
、
都
試
算

は
最
も
高
い
場
合
で
全
国
平
均
の
２

倍
超
。
低
い
場
合
で
も
全
国
平
均
を

は
る
か
に
上
回
り
ま
す
。
現
在
の
国

保
料
よ
り
高
く
な
る
の
は
確
実
。
高

齢
者
の
限
界
を
超
え
る
も
の
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
は
高
齢
者
へ
の

医
療
制
限
の
問
題
も
あ
り
、
４
月
ス

タ
ー
ト
は
凍
結
す
べ
き
で
す
。

東京都民の保険料試算
※試算は平均額です。個人の保険料は収入によって変わります。

＜国庫負担金のうち｢調整交付金｣が３０％にとどまる場合＞

①健診と葬祭の財源を保険料とする場合……………年１５５，０００円

②健診の財源を保険料、葬祭は実施しない場合……年１５２，０００円

③健診の１／３と、葬祭財源を保険料の場合………年１５２，０００円

④健診の１／３を保険料、葬祭は実施しない場合…年１５０，０００円

＜国庫負担金のうち｢調整交付金｣が１００％交付される場合＞

⑤ 上記①の場合……１００，０００円

⑥ 上記②の場合…… ９８，０００円

⑦ 上記③の場合…… ９８，０００円

⑧ 上記④の場合…… ９６，０００円

来
年
４
月
ス
タ
ー
ト
の｢

後
期
高
齢
者
医
療
制
度｣

。
75
歳
以
上
の
全
国
民
が
こ
の
医

療
制
度
に
加
入
し
、
保
険
料
を
負
担
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
都
の
場
合
、
保
険
料

が
最
も
高
い
と
年
額
15
万
５
千
円(

月
額
１
万
３
千
円)

に
な
る
と
の
試
算
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た(

表
参
照)

。
厚
労
省
試
算
の
全
国
平
均
の
２
倍
を
超
え
る
額
で
す
。
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力
を
あ
わ
せ

ま
し
ょ
う

調整交付金は１００％

は出ないと思います。

①～④に近い金額にな

る恐れがあります。

東京都後期高齢者医療
広域連合の試算です。

負
担
は

限
界
！

後期高齢者で 大幅増保 険 料

年15万円
負
担

来年４月実施は凍結し､抜本見直しを!



１
．
負
担
を
増
や
し
医
療
は
制

限
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
４
月

ス
タ
ー
ト
は
凍
結
を

○
質
問
の
ポ
イ
ン
ト

→

東
京
都

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
試
算

し
た
保
険
料
は
厚
労
省
試
算
の
２
倍

と
い
う
高
額
で
、
高
齢
者
の
限
界
を

超
え
る
も
の
で
す
。
保
険
料
試
算
の

見
解
と
低
所
得
者
へ
の
減
額
制
度
、

保
険
料
滞
納
者
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の

問
題
、
広
域
連
合
へ
の
住
民
意
思
の

反
映
の
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
に
つ
い

て
区
長
の
見
解
を
う
か
が
い
ま
す
。

２
．
基
本
構
想
策
定
は
、
貧
困

と
格
差
広
が
る
な
か
、
区
民
の

く
ら
し･
福
祉
守
る
視
点
貫
け

○
質
問
の
ポ
イ
ン
ト

→

自
民･

公
明
政
権
が
す
す
め
る｢

構
造
改
革｣

路
線
は
庶
民
に
増
税
を
押
し
付
け
、

社
会
保
障
と
雇
用
を
破
壊
し
て
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
区
が
策
定

す
る｢

基
本
構
想｣

は
区
民
の
く
ら
し

と
福
祉
を
守
る
視
点
を
す
え
る
こ
と

が
必
要
で
す
が
、
区
長
の
見
解
を
う

か
が
い
ま
す
。

３
．
首
都
直
下
の
大
地
震
か
ら

区
民
の
命
を
守
る
住
宅
耐
震
化

の
推
進
計
画
を

○
質
問
の
ポ
イ
ン
ト

→

首
都
直

下
の
大
地
震
へ
の
対
策
は
焦
眉
の
課

題
で
す
。
住
宅
耐
震
化
の
促
進
計
画

策
定
、
地
域
指
定
や
補
助
基
準
の
見

直
し
、
耐
震
改
修
補
助
の
充
実
、
家

具
転
倒
防
止
器
具
や
シ
ェ
ル
タ
ー
設

置
へ
の
経
済
的
支
援
な
ど
、
区
長
の

見
解
を
う
か
が
い
ま
す
。

４
．
小
規
模
校
残
す
約
束
を
破

り
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
す
す
め

る
学
校
統
廃
合
は
や
め
よ

○
質
問
の
ポ
イ
ン
ト

→

区
教
委

は
こ
れ
ま
で
、｢

学
校
統
廃
合
は
行

わ
な
い｣

と
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
区
は
学
校

適
正
規
模
の
検
討
を
始
め
る
と
の
べ
、

コ
ス
ト
論
か
ら
区
教
委
に
小
規
模
校

の
統
廃
合
を
迫
り
ま
し
た
。
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
に
よ
る
統
廃
合
は
や
め
る
べ

き
で
す
。
必
要
な
こ
と
は
小
規
模
校

へ
の
支
援
を
充
実
さ
せ
、
少
人
数
学

級
の
実
現
で
す
。
区
長
お
よ
び
教
育

長
の
見
解
を
う
か
が
い
ま
す
。

な
お
、
答
弁
は
後
日
当
ニ
ュ
ー
ス

で
紹
介
し
ま
す
。

区政懇談会を開催します
下記のとおり区政懇談会を開催します。区

議会の報告とあわせ、みなさまからご要望を

うかがいます。ぜひ、おいでください。

●と き：９月２２日(土)午後６時～

●ところ：荏原第４区民集会所
東急大井町線荏原町駅前

●主 催：日本共産党品川区議団

法
律
相
談
は

９
月

28
日(

金)

Pm
６:

30
～

み
や
ざ
き
克
俊
事
務
所

無料

９
月
20
日
か
ら
第
３
回
定
例
会(

決
算
議
会)

本
会
議
で
質
問
し
ま
す

私(みやざき)の本会

議での質問は９月２０

日の午後１時３０分こ

ろからです。ぜひ、傍

聴においでください。

なお、質問は｢しな

がわ区民チャンネル｣

で放映されます。①９

月２４日(月)午後９時、

②９月２９日(土)午前

１１時の２回です。

９月２１日は共産党

の鈴木ひろ子議員が本

会議で質問します。

９
月
20
日(
木)

か
ら
10
月
19
日(

金)

ま
で
定
例
区
議
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
主
な
議
題
は
昨
年
度
の
決
算
審
議
で
す
。
私(

み
や
ざ
き)

は
20
日
午
後
の
本
会
議
で
質
問
し
ま
す
。
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

みやざき
が


